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（６）その他の手当（平成２５年４月１日現在） 国との

制度比較

支給職員1人当たり

平均支給年額

（２４年度決算）

支給実績

（２４年度決算）
内容及び支給単価手 当 名

国と同じ２０９，３３７１９，８８７

①配偶者　　１３，０００円

②２２歳未満の子及び孫

③６０歳以上の父母及び祖父母

④２２歳未満の弟妹　

⑤重度心身障害者　                  

⑥特定扶養加算　５，０００円

⑦配偶者のない場合、その内１人は１１，０００円

扶養手当

〃２３０，７６９９，０００自ら居住するための住宅を借り受け、月額１２，０００円を超える額を支払ってる職員住居手当

〃６９，９８３４，２６９

①通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるものを使用すること

を常例している職員

②通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を

使用することを常例とする職員

自動車等の使用距離

　  ２娃以上 ５娃未満　　月額  ２，０００円

　  ５娃以上１０娃未満　　月額  ４，１００円

　１０娃以上１５娃未満　　月額  ６，５００円

　1５娃以上２０娃未満　　月額  ８，９００円

　２０娃以上２５娃未満　　月額１１，３００円　　

通勤手当

〃９１，５０３９２
民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する職員に対して支給する。

月額は、給料及び扶養手当の月額に１００分の３を乗じた額
地域手当

〃２３７，２９５１４，４７５

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して支給

勤務１時間に対して１００分の１２５から１５０までの範囲内で支給
時間外勤務手当

祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤

務することを命ぜられた職員に対して１００分の１３５から１６０までの範囲内にお

いて支給　　　　　 
休日勤務手当

〃００
勤務１回につき４，２００円常直的な宿直勤務にあっては、月額２１，０００円（現在、

職員による宿直は行っていません。）
宿日直手当

〃５０６，５３８１９，７５５
課長職・・・月額　６２，３００円     参事職・・・月額　５１，９００円

補佐職・・・月額　３１，７００円
管理職手当

〃１９，４２８２７２

管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝

日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には

管理職員特別勤務手当を支給する。　勤務１回につき１２，０００円を超えない範囲

内において規則で定める額

管理職員特別

勤務手当

〃１０２，６１６１４，９８２

毎年１０月から翌年２月までの各月の初日において在職する職員のうち規則で

定める職員に支給する。

世帯主で扶養親族のある職員       月額　２６，３８０円

世帯主で扶養親族のない職員       月額　１４，５８０円

その他の職員　                           月額　１０，３４０円

寒冷地手当

〃２０７，２４１１２，０２０
０歳から１５歳未満の子どもを養育しているとき

・３歳未満の子ども１人につき月額１５，０００円

・３歳以上中学生以下の子ども１人につき月額１０，０００円

子ども手当
（児童手当）

・平均支給年額については、該当人数を割り小数点以下は切り捨てしています。

千円 円

※②～⑤までは

      ６，５００円×人数

券
犬
鹸

６　特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

期末手当給料月額など
２４年度支給割合（参考）類似団体の状況（　）内は減額措置前額

３．９５月分

８０７，５００円最高６６５，０００円

給　料

町　長
３６３，２００円最低（７００，０００円）

６７０，１００円最高５７０，０００円
副町長

３６５，０００円最低（６００，０００円）

―最高５３２，０００円
教育長

―最低（５６０，０００円）

３．９５月分

３６４，０００円最高
２５０，０００円

報　酬

議　長
２２０，０００円最低

２８５，０００円最高
２００，０００円副議長

１６８，１００円最低

２６３，０００円最高
１７６，０００円議　員

１３５，８００円最低

支給時期算定方式

任期毎給与月額×４８３/１００×勤続年数

退職手当

町　長

任期毎給与月額×３０５/１００×勤続年数副町長

任期毎給与月額×２６７/１００×勤続年数教育長


